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平成２３年度 雇用均等・児童家庭局
予 算 案 の 概 要 ○予算額の状況予 算 案 の 概 要

安心して子育てできる環境の整備など総合的な次世代育成支援
対策の推進、仕事と生活の調和と公正かつ多様な働き方の実現

○予算額の状況

２２年度予算額 ２３年度予算 (案 )額 伸び率

次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するため、子育てに係る
経済的負担の軽減や安心して子育てができる環境整備のための施策など、総合的な子ど
も・子育て支援を推進する。
また、働き方の見直しによる仕事と家庭の両立の実現に向け、育児･介護休業制度の定

着促進を図るとともに、企業への適正な制度運用に関する指導等を行う体制の整備、両
立支援に取り組む事業主への支援など、育児･介護期における仕事と家庭の両立支援対策

局 合 計

一般会計

２２，８６１億円

２１，９６０億円

２７，７３８億円

２６，８８０億円

２１．３％

２２．４％

を推進する。
さらに、男女雇用機会均等の更なる推進やパートタイム労働者の均衡待遇確保などに

より、公正かつ多様な働き方の実現を図る。

《主要事項》

特別会計

年金特別会計

９０２億円 ８５８億円 ▲４．８％

安心して子育てできる環境の整備など総合的な次世代育成支援対策の推進安心して子育てできる環境の整備など総合的な次世代育成支援対策の推進

１ 子ども手当の充実
２ 待機児童の解消に向けた保育サービスと放課後児童対策等の充実
３ 母子保健医療対策の充実
４ ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進

児童手当及び

子ども手当勘定

うち児童育成事業費 ７６４億円 ７２４億円 ▲５．２％

４ ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進
５ 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実
６ 育児休業、短時間勤務等を利用しやすい職場環境の整備（「仕事と家庭の両立
実現化プログラム」の実施）

労働保険特別会計

労災勘定

雇用勘定

１３７億円

６億円

１３１億円

１３４億円

５億円

１２８億円

▲２．９％

▲１６．６％

▲２．２％

安 定し た雇用安 定し た雇用 ・・ 生活 の実 現と安 心生活 の実 現と安 心 ・・ 納得して働 く こ とので き る環 境整備納得して働 く こ とので き る環 境整備

１ 女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進
２ 育児休業、短時間勤務等を利用しやすい職場環境の整備（「仕事と家庭の両
立実現化プログラム」の実施）（再掲）

３ パートタイム労働者等の均衡待遇の確保と正社員転換の推進

※ 数値は端数処理の関係上一致しないものがある。

３ パ トタイム労働者等の均衡待遇の確保と正社員転換の推進
４ 多様な働き方に対する支援の充実
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安心して子育てできる環境の整備など総合的な次世代育成支援対策の推進安心して子育てできる環境の整備など総合的な次世代育成支援対策の推進

１ 子ども手当の充実

（注６）現行の児童育成事業については、引き続き、事業主拠出金を原資に実施する。
（注７）平成24年度以降における子ども手当の支給については、平成24年度予算編成過程にお

いて改めて検討し、その結果に基づいて所要の法律案を平成24年通常国会に提出する。

【参考】別紙「５大臣合意 （平成２２年１２月２０日）１ 子ども手当の充実

うち、給付費分：１兆９，４７８億７３百万円（１兆４，５５５億９４百万円）
事務費分： ９８億７１百万円（ １６６億３４百万円）
現物サービス分： ５００億００百万円（新規）

【参考】別紙「５大臣合意」（平成２２年１２月２０日）

《１兆４，７２２億２８百万円→２兆７７億４４百万円》
２ 待機児童の解消に向けた保育サービスと放課後児童対策の充実

《４１５，５２２百万円→４４０，７９９百万円》

（１）待機児童解消策の推進など保育サービスの充実
○ 子ども手当に関しては、以下の方針に沿って、所要額を平成23年度予算に計上
するとともに、平成23年度分の支給のための所要の法律案を平成23年通常国会

に提出する（給付費分１兆9,479億円、事務費分99億円、現物サービス分500億
円）。

給付費総額 2兆9,356億円*1*2

*1 上記のうち 国負担分2兆2 077億円(厚生労働省予算1兆9 479億円 国家公務

（１）待機児童解消策の推進など保育サ ビスの充実
４１０，０４８百万円

① 待機児童の解消を図るため、保育所等の受入児童数の拡大を図るとともに、保

護者や地域の実情に応じた多様な保育サービスを提供するため、家庭的保育（保
育ママ）や延長保育、休日・夜間保育、病児・病後児保育などの充実を図る。

② また 平成22年11月29日に取りまとめられた「待機児童ゼロ特命チーム」*1 上記のうち、国負担分2兆2,077億円(厚生労働省予算1兆9,479億円、国家公務

員分560億円、地方特例交付金2,038億円)

*2 上記のうち、平成23年度上積み分給付費2,085億円(全額国費、10か月分)を含

む(12ケ月分の場合約2,500億円)。

○ 現金給付 関

② また、平成22年11月29日に取りまとめられた「待機児童ゼロ特命チ ム」
の「国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト」を
推進するため、現物サービスを拡大するための新たな交付金（再掲、新規500
億円）のうち100億円程度を充てるとともに、22年度補正予算で1000億円を追
加した「安心こども基金」（23年度末までカバー、都道府県に設置）から100億
円程度を施設整備等に充てることにより、23年度は計200億円程度を措置。

○ 現金給付に関しては、
① ３歳未満の子ども一人につき月額20,000円を、３歳以上中学校修了までの子
ども一人につき月額13,000円を支給する。

② 子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する仕組みと
し、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が
費用を負担する。

③ ②以外の費用については 全額を国庫が負担する

（２）放課後児童対策の充実 ３０，７５０百万円
総合的な放課後児童対策（放課後子どもプラン）の着実な推進を図るとともに、

保育サービスの利用者が就学後に引き続きサービスを受けられるよう、放課後児
童クラブの箇所数の増（24,872箇所→25,591箇所）や開設時間の延長の促進など、
放課後児童対策の拡充を図る（「小１の壁」の解消）。

③ ②以外の費用については、全額を国庫が負担する。

○ 地方が地方独自の子育て支援サービス（現物サービス）や待機児童対策（最低
基準を満たす認可外保育施設への支援等）を新たに実施するために使えるよう、
次世代育成支援対策交付金を改組し、新たな交付金を設ける。（５００億円）

３ 母子保健医療対策の充実

《２３，０５８百万円→２６，２０４百万円》

（注１）保育料を子ども手当から直接徴収できるようにする。また、学校給食費については本人
の同意により子ども手当から納付することができる仕組みとし、実効性が上がるような取
組みを行う。

（注２）支給対象となる子どもは、留学中の場合等を除き、国内に居住していることを要件とす
る。

（注３）児童養護施設に入所している子ども等についても、法律に基づき支給する。
（注４）所得制限は設けない。

（１）不妊治療等への支援【一部特別枠】 ９，８７１百万円
医療保険が適用されず、高額の治療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費

用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図る（従来１回あたり15万円を年２回、
通算５年までのところを、１年目は年３回まで対象回数を拡大（通算５年、通算
10回を超えない））などの支援を行う。

（注５）公務員については、所属庁から支給する。
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（参考）【平成22年度補正予算】
○妊婦健診に対する公費助成の継続 １１１億円

平成22年度補正予算において積み増しを行い、平成23年度も継続する妊
婦健康診査支援基金により 引き続き 妊婦が必要な回数(14回程度)の健

①地域における体制整備

市町村における児童虐待防止対策の推進を図るため、乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）等について引き続き支援を行うとともに、相談対
応職員の専門性の向上等を図る婦健康診査支援基金により、引き続き、妊婦が必要な回数(14回程度)の健

診が受けられるよう支援する。

（２）小児の慢性疾患等への支援 １６，１１０百万円
小児期における小児がんなどの特定の疾患の治療の確立と普及を図るとともに、

患者家庭の医療費の負担を軽減する また 未熟児の養育医療費の給付等を実施

応職員の専門性の向上等を図る。

②児童相談所の機能強化
児童相談所の専門性を高めるため、弁護士、警察官ＯＢなどの雇い上げや家

族再統合のための支援など促進する。

③児童家庭支援センターの拡充患者家庭の医療費の負担を軽減する。また、未熟児の養育医療費の給付等を実施
する。

４ ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進

《１７６，４３２百万円→１８５，５１８百万円》

③児童家庭支援センタ の拡充
子どもや保護者に対する相談・支援体制を強化するため、児童家庭支援セン

ターの箇所数を増加させる（104箇所→108箇所）とともに、当該センターにお
ける心理療法担当職員による支援体制の強化を図る。

④要保護児童等に対する社会的養護の充実 ８５，５９５百万円
虐待を受けた児童など要保護児童等が入所する児童養護施設や里親等につい

（１）ひとり親家庭の就業・生活支援等の推進 ３，６１４百万円

①自立のための就業支援等の推進 ３，５３８百万円

母子家庭等の自立を推進するため、地域の実情に応じた就業支援・生活支援の
事業を推進する。また、ハローワーク等と連携し、個々の家庭の状況・ニーズに
応 た自立支援プ グ を策定す 事業 子家庭 も当該

虐待を受けた児童など要保護児童等が入所する児童養護施設や里親等に
て受け入れ児童数の拡大を図るとともに、施設におけるケア単位の小規模化や
退所児童等の自立に向けた支援等を推進する。

（２）配偶者からの暴力（ＤＶ）防止 ５，６３６百万円
婦人相談所の指導的立場にある職員に対する研修体制を充実させるとともに、

応じた自立支援プログラムを策定する事業については、父子家庭についても当該
事業の対象にするなどの充実を図る。

②養育費確保の推進 ６０百万円

養育費相談支援センターにおいて、養育費の取り決め等に関する困難事例への
対応や、養育費相談にあたる人材育成のための研修等を行うことにより、母子家
庭等の自立の支援を図る

婦人相談所 指導的 場 職員 対す 研修体制 充実 も 、

当該相談所における一時保護委託の充実を図る。

６ 育児休業、短時間勤務等を利用しやすい職場環境の整備（「仕事と家庭
の両立実現化プログラム」の実施）

庭等の自立の支援を図る。

（２）自立を促進するための経済的支援 １８１，９０４百万円
ひとり親家庭の自立を支援するために児童扶養手当を支給する。また、母子家

庭や寡婦の自立を促進するため、技能取得等に必要な資金の貸付けを行う母子寡
婦福祉貸付金による経済的支援を行う。

《９，７８０百万円→９，６８９百万円》

（１）両立支援に関する雇用管理の改善 ９，３５８百万円
両立支援制度を利用しやすい職場環境を整備するため、短時間勤務者や育児休

業取得者等に関する処遇等のベストプラクティスの普及等を行うとともに、賃金
等の処遇や代替職員の配置等の雇用管理改善に向けたアドバイスを行う両立支援婦福祉貸付金による経済的支援を行う。

５ 児童虐待への対応など要保護児童対策等の充実

《８９，６７３百万円→９１，４９８百万円》

等の処遇や代替職員の配置等の雇用管理改善に向けたアドバイスを行う両立支援
アドバイザー（仮称）（新規）を都道府県労働局に配置（１０７人）する。
また、両立支援に取り組む事業主に対し、中小企業に重点を置いて助成金を支

給するとともに、「イクメンプロジェクト」の実施により男性の育児休業取得を
促進する社会的な気運を醸成する。

（２）改正育児 介護休業法の円滑な施行 ３０３百万円（１）虐待を受けた子ども等への支援 ８５，８６２百万円 （２）改正育児・介護休業法の円滑な施行 ３０３百万円
改正育児・介護休業法に基づく制度の定着促進を図るとともに、企業への適正
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な制度運用に関する指導等を行う体制を整備することにより、育児休業等を理由

とする解雇、退職勧奨等の不利益取扱いへの対応を行う。
安 定し た雇用安 定し た雇用 ・・ 生活 の実 現と安 心生活 の実 現と安 心 ・・ 納得して働 く こ とので き る環 境整備納得して働 く こ とので き る環 境整備

１ 女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進
（３）企業における次世代育成支援対策の推進 ２９百万円

次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定・届出等が行われるよう指導

を行うとともに、多くの事業主が次世代法に基づく認定を目指して取組を行うよう
周知・啓発に取り組む。

１ 女性の職業キャリア継続が可能となる環境づくりの推進

《６９５百万円→５５６百万円》

（１）職場における男女雇用機会均等の推進 ３４０百万円
男女雇用機会均等法に基づく配置・昇進等の性差別禁止に関する事業主指導を強

化する。

（参考）【平成22年度補正予算】
○保育サービス等の基盤の整備と児童虐待の防止等 ９６８億円

平成22年度補正予算により「安心こども基金」を積み増すとともに、事業実施期
限を平成23年度末まで延長する。
・保育サービス等の充実 ５６８億円

待機児童の解消を目指す「子ども・子育てビジョン」の目標達成に必要な保育所

（２）ポジティブ・アクションの取組の推進 ２１５百万円
男女労働者の間に事実上生じている格差に対する認識を促すため、使用者団体・

業種別団体、労働組合と連携のもと格差の「見える化」を推進するとともに、格差
解消のためのポジティブ・アクションを促進する。

の整備事業等を実施する（年間約5万人の受入れ定員増等）。
・すべての家庭を対象とした地域子育て支援の充実 ３００億円

地域の創意工夫による地域の子育て力を育む取組や体制整備等を充実する。
・児童虐待防止対策の強化 １００億円

子どもの安全確認の強化のための児童相談所や市町村の補助職員の雇い上げや
広報啓発、児童相談所や市町村の職員の資質の向上などを実施する。

２ 育児休業、短時間勤務等を利用しやすい職場環境の整備（「仕事と家庭
の両立実現化プログラム」の実施）（再掲）

３ パートタイム労働者等の均衡待遇の確保と正社員転換の推進

《１，４７８百万円→１，９１０百万円》

パートタイム労働者の正社員との均衡待遇の確保、正社員転換の実現を図るため、

パートタイム労働法に基づく的確な指導等を実施するとともに、短時間均衡待遇推進
等助成金及び中小企業雇用安定化奨励金を整理・統合して、「均衡待遇・正社員化推
進奨励金 を創設し パ トタイム労働者及び有期契約労働者 均衡待遇 正社員進奨励金」を創設し、パートタイム労働者及び有期契約労働者の均衡待遇、正社員へ
の転換を一体的に推進する。また、短時間正社員を奨励対象として、その普及を図る。

４ 多様な働き方に対する支援の充実 《２１０百万円→１８８百万円》

（１）短時間正社員制度の導入・定着の促進（一部再掲） １４６百万円
短時間正社員制度の導入・定着を促進するため、助成措置による支援とともに、

導入企業の具体的事例に基づくノウハウの提供等を行う。

（２）良好な在宅就業環境の確保 ４２百万円
良好な在宅就業環境の整備を図るため 「在宅ワークの適正な実施のためのガイ良好な在宅就業環境の整備を図るため、「在宅ワークの適正な実施のためのガイ

ドライン」の周知を図るとともに、在宅就業者等に対するスキルアップ支援等や
在宅就業の仲介機関、在宅就業者それぞれの連携等を促進する。
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５大臣合意

１．子ども手当に関しては、以下の方針に沿って、所要額を平成23年度

４．平成23年度税制改正による所得税・住民税の成年扶養控除の縮減

及び所得税の給与所得控除の縮減に係る税制改正の趣旨を踏まえつ

（ 別紙 ）

予算に計上するとともに、平成23年度分の支給のための所要の法律案

を次期通常国会に提出する。

（１）３歳未満の子ども一人につき月額20,000円を、３歳以上中学校修了

までの子ども一人につき月額13,000円を支給する。

（２）所得制限は設けない。

つ、これによる地方財政の増収分については、地方財源であるという性

格にも鑑み、子ども手当に充てないが、各施策の見直しを行う中で、国、

地方の適切な役割分担・経費負担を実現するための検討を行い、その

結果と整合的な、一般財源化等の適切な措置を講ずる。このうち平成23
年度の地方財政の増収分については、３．に掲げる適切な措置を講じる。

（３）子ども手当の一部として、児童手当法に基づく児童手当を支給する

仕組みとし、児童手当分については、児童手当法の規定に基づき、

国、地方、事業主が費用を負担する。

（４）（３）以外の費用については、全額を国庫が負担する。

（５）公務員については、所属庁から支給する。

あわせて、平成23年度厚生労働省予算の見直しにより所要額（200億
円）を確保する。

５．３．及び４．に掲げる地方財政の増収分のうち平成24年度以降の毎

年度の増収分については、２．に掲げる検討結果及び各施策の見直し

内容等に基づいて 平成24年度以降の各年度の予算編成過程におい
（６）保育料を子ども手当から直接徴収できるようにする。また、学校給

食費については本人の同意により子ども手当から納付することがで

きる仕組みとし、実効性が上がるような取組みを行う。

（７）支給対象となる子どもは、留学中の場合等を除き、国内に居住して

いることを要件とする。

内容等に基づいて、平成24年度以降の各年度の予算編成過程におい

て取扱いを検討し、その結論を得て、順次措置する。

６．平成24年度以降の子ども手当の制度設計に当たっては、厚生労働省

をはじめとする関係府省と地方公共団体の代表者による会議の場にお

いて、子ども 手当及びそれに関連する現物サービスに係る国と地方の
（８）児童養護施設に入所している子ども等についても、法律に基づき支給する。

（９）現行の児童育成事業については、引き続き、事業主拠出金を原資

に実施する。

（１０）次世代育成支援対策交付金を改組し、地方が地域の実情に応じた子育て支
援サービス（現物サービス）を拡充することができるよう新たな交付金を設ける。

役割分担及び経費負担のあり方を含め、子ども・子育て新システムの検

討との整合性を図りつつ、幅広く検討する。その際、国と地方の信頼関

係を損なうことのないよう、地方の意見を真摯に受け止め、国と地方が

十分な協議を行い、結論を得る。

７ 「平成23年度予算の概算要求組替え基準について （平成22年 月2
２．平成24年度以降における子ども手当の支給については、平成24年度

予算編成過程において改めて検討し、その結果に基づいて所要の法律

案を平成24年通常国会に提出する。

３．平成22年度税制改正による所得税・住民税の年少扶養控除の廃止

及び特定扶養控除 縮減 よる地方財政 増収分 は 平成

７. 「平成23 年度予算の概算要求組替え基準について」（平成22年7月27
日閣議決定）のルールを踏まえ、厚生労働省の年金・医療等に係る経費

の高齢化等に伴う自然増については、３．に掲げる平成23年度分の地

方財政の増収分に係る措置を前提に、追加要求をできることとする。

平成22年12月20日
及び特定扶養控除の縮減による地方財政の増収分については、平成21
年12月23日付け４大臣合意における「最終的には子ども手当の財源とし

て活用することが、国民に負担増をお願いする趣旨に合致する。また、児

童手当の地方負担分についても、国、地方の負担調整を図る必要があ

る。」との趣旨を踏まえ、国、地方の適切な負担調整を行う。このうち平成

年度の増収分に いては 地方特例交付金の減額（平成 年及び

平成22年12月20日

国家戦略担当大臣

総務大臣

財務大臣
23年度の増収分については、地方特例交付金の減額（平成18年及び19
年の児童手当法の改正による負担の増大に対応する部分に限る。）その

他これに準ずる適切な措置を講じることにより国、地方の負担調整を行う。

厚生労働大臣

内閣府特命担当大臣
（少子化対策）
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総合的な子ども・子育て支援の推進（平成２３年度予算案等での対応）
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するため、子ども・子育てビジョン（平成22年１月29日閣議決定）を踏まえ、

平成23年度予算案等において、妊娠期・出産等の保健医療、子ども手当の支給、待機児童解消策の推進や仕事と子育ての両立支援など子育

【妊娠期・出産】 【乳幼児期】 【学童期】

○妊婦健康診査支援基金の積み増

てに係る支援策を充実させることを通じて、総合的な子ども・子育て支援を推進する。

○子ども手当の上積み 【2兆77億円（平成23年度予算案）】拡充
○妊婦健康診査支援基金の積み増

し・延長

【111億円（平成22年度補正予算）】

妊婦が必要な回数（14回程度）の健診
が受けられるよう支援

○子ども手当の上積み 【2兆77億円（平成23年度予算案）】

・３歳未満の子どもに、子ども手当を２万円に上積みして支給
（引き続き、中学校修了前の子どもに、１万３千円の子ども手当てを支給）
・自治体が現物サービス充実のために使える新たな交付金制度を創設（500億円）

拡充
継続

○待機児童解消策の推進
【 4,100億円（平成23年度予算案）】

・保育所等の受入児童数（毎年約５万人）の拡大
・待機児童ゼロ特命チームの「国と自治体が一体的に

取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト」の

○放課後児童対策の充実

【308億円（平成23年度予算案）】

・放課後子どもプランの着実な推進

・放課後児童クラブの箇所数の増

拡充 拡充
○出産に関わる経済的負担の軽減

【92億円（平成23年度予算案）】

出産育児一時金を42万円支給し、妊産
婦の経済的負担を軽減 継続 取り組む待機児童解消 先取り」 ジ クト」の

具体的施策の実施(総額200億円程度)
※新たな交付金（500億円）と安心こども基金（968億円）により
各々100億円程度を実施

（24,872→25,591か所）や開設時間の延長

○不妊治療への支援 ○安心こども基金の積み増し・延長 【968億円（平成22年度補正予算）】

保育所 整備等
拡充拡充

婦 経済 負担を軽減
※このほか、妊婦健診について、14回分の事業
の公費負担に係る積算額は、１人あたり12万
円程度(地方財政措置分を含む)

継続

【95億円（平成23年度予算案）】

配偶者間の不妊治療に要する費用の一
部を助成（1回15万、1年目は年3回まで
対象回数を拡大（通算5年まで、通算10
回を超えない））

・保育所の整備等
・地域の創意工夫による地域の子育て力を育む取組や体制整備
・子どもの安全確認の強化のための補助職員の雇い上げなどの児童虐待防止対策の強化を推進

○児童虐待への対応など要保護児童対策 【915億円（平成23年度予算案）】

・こんにちは赤ちゃん事業や施設におけるケア単位の小規模化等を推進
継続

○小児の慢性疾患等への支援 【161億円（平成23年度予算案）】

○周産期医療体制の充実
【71億円（平成23年度予算案）】

総合周産期母子医療センターや地域周
産期母子医療センターのMFICU（母体・ ○子宮頸がん等のワクチン接種の促進 【 億円（平成 年度補正予算）】

○ひとり親家庭の総合的な自立支援の推進 【1,887億円（平成23年度予算案）】

・こんにちは赤ちゃん事業や施設におけるケア単位の小規模化等を推進

継続

継続 継続

産期母子医療センタ のMFICU（母体

胎児集中治療室）、NICU（新生児集中治

療室）等への財政支援

○子宮頸がん等のワクチン接種の促進 【1,085億円（平成22年度補正予算）】

・地方自治体における子宮頸がん予防ワクチン・ヒブ（ヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ型）ワクチン・小児用
肺炎球菌ワクチンの接種事業に対する財政支援（都道府県に基金を設置）

○育児休業、短時間勤務等を利用しやすい職場環境の整備 【97億円（平成23年度予算案）】

新規

継続
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（１）子ども手当の支給
・３歳未満の子ども一人につき月額２万円を、３歳以上中学校修了前までの子ども一人につき月額１万３千円の子ども手当を
父母等に支給。（所得制限なし）
・支給等の事務は、市区町村（公務員は所属庁）。
・支払月は、平成２３年６月、１０月、平成２４年２月、６月。

（２）子ども手当については、児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用に
ついては、全額を国庫が負担。（公務員については所属庁が負担）

（３）子どもに対しても国内居住要件を設ける（留学中の場合等を除く）。

（４）児童養護施設に入所している子ども等についても、施設の設置者等に支給する形で子ども手当を支給する。

（５）①未成年後見人や父母の指定する者（父母等が国外にいる場合に限る。）に対しても父母と同様（監護・生計同一）の要件
で子ども手当を支給する（父母等が国外に居住している場合でも支給可能）とともに、
②監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合には、子どもと同居している者に支給する（離婚協議中別居の場合、子
どもと同居する親に対して支給）。

（６）保育料を子ども手当から直接徴収できるようにする。また、学校給食費等については、本人の同意により子ども手当から納
付することができる仕組みとする。

（７）地域の実情に応じた子育て支援サービスを拡充するための交付金を設ける。

平成２３年度における子ども手当の支給等に関する法律案の概要

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、中学校修了前（※）までの子どもについて、平成２３年度分の子

ども手当を支給する等の所要の措置を講ずる。 ※ １５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者

概 要

施行日 平成２３年４月１日（（３）～（５）については、６月分から適用）

趣 旨
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国 1兆6,362億円
（１兆4,867億円）

国

3,630億円
（ 3,311億円）

事業主
1,731億円

地方

5,549億円
（ 4,862億円）

児童手当分

２３年度における子ども手当について

上積み部分
（３歳未満・月額7,000円）

2,085億円
（ 1,887億円）

子育て支援サービス
（現物サービスの拡充）

○子ども手当給付費

給付総額 2兆9,356億円

（内訳）国負担分：2兆2,077億円、地方負担分： 5,549億円、事業主負担分： 1,731億円

子ども手当分

給付費
2兆9,356億円
（ 2兆6,658億円）

※  子ども手当に係る地方負担の増加分については特例交付金（2,038億円）を措置しており、それを加味した額。

※ （ ）は公務員を含めない場合の金額。（国家公務員 560億円、地方公務員 2,138億円）

※ 自治体における子ども手当の支給に係る事務に必要な経費として、子ども手当市町村事務取扱交付金等99億円を措置。
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現物サービスを拡充するための新たな交付金について

１．趣旨・目的

次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）を改組し、地方が地方独自の子育て支援サービス（現物サービス）や待
機児童対策（最低基準を満たす認可外保育施設への支援等）を新たに実施するために使える新たな交付金を設ける。
※ 上記の交付金で「待機児童解消「先取り」プロジェクト」にも対応（100億円程度）。

■従来の次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）
待機 童解消 事業

２．対象事業

のうち、次の事業

①特定事業

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）、養育
支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、

■待機児童解消のための事業

①家庭的保育事業
・複数の家庭的保育者（保育ママ）が同一の場所で保育を
実施する事業。 支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、 時預かり事業、

ファミリー･サポート･センター事業、子育て短期支援事業

②その他の事業

へき地保育所費、家庭支援推進保育事業、次世代育成支援
人材養成事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事

②認可外保育施設への運営支援事業
・最低基準を満たす認可外保育施設への公費助成

人材養成事業、子どもを守る地域ネットワ ク機能強化事
業、子育て支援ネットワーク事業、子どもの事故予防強化
事業

※ 従来の児童人口配分額による事業については、地方独自の子育
て支援サービス（現物サービス）の新規・拡充分に組替え。

■地方独自の子育て支援サービス（現物サービス）の
新規・拡充分

地方公共団体が独自に行う子育て支援事業のうち、新規事業
又は既存事業に「上乗せ・拡充」をする場合の当該「上乗せ・
拡充」部分を対象。

※既存の地方単独事業への財源充当（振替え）は対象外。

※金銭給付は対象外 利用者負担軽減は対象

■従来の児童育成事業のうち、次の事業

①地域組織活動育成事業（母親クラブなど地域組織活動の支援）
※金銭給付は対象外。利用者負担軽減は対象。

※国の他の負担金・補助金・交付金等の対象経費は対象外。
地方負担分への充当も対象外。

②地域子育て環境づくり支援事業（児童委員への研修の実施）

③民間児童館厚生施設等活動推進事業（併設する児童福祉施設の
機能を活用した児童館における取組の支援等）
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対象事業 国庫負担割合（補助率） 実施主体：負担割合 補助方式

３．補助率・実施主体等

待機児童解消のための

＜複数の家庭的保育者による家庭的保育事業＞
＜既存の認可外保育施設の運営支援を行う事業＞

1/3

都道府県から市町村への2/3補助に
対す 1/2を が都道府県 補助

市町村：1/3（都道府県負担1/3）

（指定都市･中核市：2/3
（都道府県負担０））

待機児童解消のための
事業

対する1/2を国が都道府県に補助
（都道府県負担０））

間接補助
＜新規で認可外保育施設の運営支援を行う事業＞

1/2

都道府県から市町村への3/4補助に

市町村：1/4（都道府県負担1/4）

（指定都市･中核市：1/2
都道府県から市町村 の3/4補助に
対する2/3を国が都道府県に補助 （都道府県負担０））

地方独自の子育て支援
サービス（現物サービ
ス）の新規 拡充分

定額（1/2相当）
（児童人口配分と定額の併用）

市町村：定額（1/2相当）負担 直接補助
ス）の新規・拡充分

（児童人口配分と定額の併用）

従来のソフト交付金関係
事業

定額（1/2相当） 市町村：定額（1/2相当）負担 直接補助

従来の児童育成事業関係
事業

1/3
都道府県から市町村への2/3補助に
対する1/2を国が都道府県に補助

市町村：1/3（都道府県負担1/3）

（指定都市･中核市：2/3
（都道府県負担０））

間接補助

1/3 都道府県、指定都市、中核市：2/3 直接補助

※ その他、交付金交付手続の詳細等については検討中。

【参考】地方が地域の実情に応じた現物サービスを拡充できるよう、上記の新たな交付金５００億円（補助率1/2等、
事業費約１，０００億円）とは別に、子ども現物給付（１，０００億円）を勘案して拡充した歳出特別枠を
新たに設け、その拡充分の財源として、同額を地方交付税に別枠加算。

10



次世代育成支援の構築に向けた検討経緯

政権与党の政策

○平成２０年３月より、次世代育成支援のための
新たな制度設計に向けた検討を開始

【民主党マニフェスト2009（抄）】
○「社会全体で子育てする国」「安心して子育てと教育ができる政策」
・ 安心して子どもを生み、次代を担う子ども一人一人の育ちを社会全体で応援する
→ 子ども手当１人当たり年31万2000円（月額2万6000円）を中学校卒業まで支給

社会保障審議会少子化対策特別部会

政権与党の政策

新たな制度設計に向けた検討を開始
○平成２１年２月２４日に第１次報告のとりまとめ
○平成２１年１２月２５日に議論の整理

→ 子ども手当１人当たり年31万2000円（月額2万6000円）を中学校卒業まで支給
・ 縦割りになっている子どもに関する施策の一本化し、質の高い保育環境を整備
→ 空き教室などの活用による保育所の増設、保育ママの増員等の待機児童解消
→ 子ども家庭省（仮称）の設置の検討

○幼保一体化を含めた保育分野の制度・規制改革

明日の安心と成長のための緊急経済対策
（平成２１年１２月８日閣議決定）

平成22年度予算における
子ども手当等の取扱いについて

（四大臣合意）
○ 幼保一体化の推進 利用者本位の保

新成長戦略（基本方針）
（平成２１年１２月３０日閣議決定）

○幼保 体化を含めた保育分野の制度 規制改革
幼保一体化を含め、新たな次世代育成支援のための包括

的・一元的な制度の構築を進める。
このため、主担当となる閣僚を定め、関係閣僚の参加も得

て、新たな制度について平成２２年前半を目途に基本的な
方向を固め 平成２３年通常国会までに所要法案を提出す

○次世代育成支援のための検討の場にお
ける幼保一体化等を含む新たな次世代
育成支援の検討を進めることとあわせて、
地域主権を進める観点から、サービス給
付等に係る国と地方の役割分担を検討

○ 幼保 体化の推進、利用者本位の保
育制度に向けた抜本的な改革、
各種制度・規制の見直しによる多様な事
業主体の参入促進等による待機児童解
消

（平成２２年６月１８日 閣議決定）方向を固め、平成２３年通常国会までに所要法案を提出す
る。

（ア）利用者本位の保育制度に向けた抜本的な改革
（イ）イコールフッティングによる株式会社・ＮＰＯの参入促進
（ウ）幼保一体化の推進

付等に係る国と地方の役割分担を検討（平成２２年６月１８日 閣議決定）

○ 保育サービス、放課後児童クラブなど今後の子育て支援策の総合的な推進のために

子ども・子育てビジョン（平成２２年１月２９日閣議決定）

子ども・子育て新システム検討会議（平成２２年１月２９日少子化社会対策会議決定）

○ 保育サ ビス、放課後児童クラブなど今後の子育て支援策の総合的な推進のために
策定。あわせて今後５年間の数値目標の策定

○第１回 4月27日 「子ども子育て新システムの基本的方向」をとりまとめ
○第２回 6月25日 「子ども子育て新システムの基本制度案要綱」をとりまとめ（6月29日少子化社会対策会議決定）
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家族や親が子育てを担う
≪ 個人に過重な負担 ≫

社会全体で子育てを支える
≪ 個人の希望の実現 ≫

「子ども・子育て「子ども・子育てビジョン」ビジョン」

基本理念の転換
（子どもと子育てを応援する社会） ○子どもが主人公（チルドレン・ファースト）

○「少子化対策」から「子ども・子育て支援」へ
○生活と仕事と子育ての調和（M字カーブを台形型へ）

≪ 個人に過重な負担 ≫ ≪ 個人の希望の実現 ≫

バランスのとれた
総合的な子育て支援

・子ども手当の創設

・高校の実質無償化

児童扶養手当を父子家庭にも支給

・待機児童の解消に向けた保育や放課後
対策の充実

・幼保一体化を含む新たな次世代育成

≪子育て家庭等への支援≫ ≪保育サービス等の基盤整備≫

総合的な子育て支援 ・児童扶養手当を父子家庭にも支給

・生活保護の母子加算

幼保 体化を含む新たな次世代育成
支援のための包括的・一体的な制度
の構築に向けた検討

○潜在的な保育ニーズに対応した保育サービスの拡充

育 ビ を ど 割合

待機児童の解消等に
向けた明確な数値目標

（５年後の姿） ○放課後児童クラブの充実（主に小学校１～３年）

〔現状〕 3歳未満児の ４人に１人（24％） 〔H26〕 3歳未満児の ３人に１人（35％）

3歳未満児 ： 75万人
全体 ： 215万人

3歳未満児 ： 102万人
全体 ： 241万人

＜保育サービスを受けている子どもの割合＞

※ 年５万人の増

（５年後の姿）

「企業の取組」を促進

○放課後児童クラブの充実（主に小学校１～３年）

〔現状〕 ５人に１人（81万人） 〔H26〕 ３人に１人（111万人）

○次世代認定マーク（くるみん）の取得促進（652企業 ⇒ 2,000企業）

○入札手続き等における対応の検討（企業努力の反映などインセンティブ付与）

「地域の子育て力」を重視

○男性の育児休業取得を促進

○入札手続き等における対応の検討（企業努力の反映などインセンティブ付与）

○すべての中学校区に地域子育て支援拠点を整備（7,100か所 ⇒ 10,000か所）

○商店街の空き店舗や学校の余裕教室･幼稚園の活用

「男性の育児参加」を重視

○男性の育児休業取得を促進

〔現状〕 男性育児休業取得率 １．２３％ 〔H29〕 １０％

○男性の育児参加を促進

〔現状〕
６歳未満の子どもをもつ

男性の育児・家事時間 〔H29〕 １日 ２時間３０分１日 ６０分

＊参考指標

＊参考指標
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「子ども・子育て新システム検討会議」

【共同議長】玄葉 光一郎 国家戦略担当大臣
与謝野 馨 内閣府特命担当大臣（少子化対策）
蓮 舫 内閣府特命担当大臣（行政刷新）

【構成員】 片山 善博 総務大臣
野田 佳彦 財務大臣
髙木 義明 文部科学大臣
細川 律夫 厚生労働大臣
海江田 万里 経済産業大臣
藤井 裕久 内閣官房副長官（衆・政務）

「作業グループ」
【主 査】 末松 義規 内閣府副大臣（少子化対策）

【構成員】 逢坂 誠二 総務大臣政務官
吉田 泉 財務大臣政務官
林 久美子 文部科学大臣政務官
小宮山洋子 厚生労働副大臣
田嶋 要 経済産業大臣政務官
阿久津幸彦 内閣府大臣政務官（国家戦略担当）

「子ども・子育て新システム検討会議事務局」

【事務局長】

内閣府副大臣（少子化対策）

【事務局長代理】

関係府省の局長クラスから事務局長が指名

【事務局次長】

関係府省の審議官クラスから事務局長が指名

【事務局員】

関係府省の職員から事務局長が指名

子ども・子育て新システム検討会議体制図

少子化社会対策会議 行政刷新会議

こども指針（仮称）ワーキングチーム幼保一体化ワーキングチーム基本制度ワーキングチーム

※全閣僚で構成
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子ども・子育て新システムの基本制度案要綱
【目的】 子ども・子育て新システムでは、以下のような社会を実現

◆ すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会
◆ 出産・子育て・就労の希望がかなう社会
◆ 仕事と家庭の両立支援で、充実した生活ができる社会
◆ 新しい雇用の創出と 女性の就業促進で活力ある社会◆ 新しい雇用の創出と、女性の就業促進で活力ある社会

◆ 子ども・子育てを社会全体で支援

【方針】 以下の方針のもとに、制度を構築

◆ 利用者（子どもと子育て家庭）本位を基本とし、すべての子ども・子育て家庭に必要な良質のサー
ビスを提供

◆ 地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応えるサービスの実現
◆ 政府の推進体制の 元化◆ 政府の推進体制の一元化

◆ 政府の推進体制・財源の一元化

【新システムとは】 以下のような新システムを実現

◆ 政府の推進体制 財源の 元化
◆ 社会全体（国・地方・事業主・個人）による費用負担
◆ 基礎自治体（市町村）の重視
◆ 幼稚園・保育所の一体化
◆ 多様な保育サービスの提供
◆ ワーク･ライフ・バランスの実現

■ ２３年通常国会に法案を提出、２５年度の施行を目指す
※ 恒久財源を確保しながら２５年度の本格施行に向けて段階的に実施※ 恒久財源を確保しながら２５年度の本格施行に向けて段階的に実施
※ 待機児童解消対策、現金・現物給付の一体提供など、２３年度から実施できるものは前倒しして実施
※ 成長戦略策定会議等との連携
※ 子ども・子育て包括交付金（仮称）をはじめ具体的な制度設計に当たっては、実施主体である地方が新システムを円滑に施行できるよ

う地方の意見を反映するとともに、地域主権戦略会議が進めている一括交付金の制度設計や国と地方の協議の場での議論との連携
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制度設計のイメージ

子ども・子育て
会議（仮称）

子ども・子育て勘定（仮称）
国

一般会計
労使
事業主
本 人

拠出金
負担金・
補助金

中央

会議（仮称）

税制改革

＜財源の一元化＞

子育て関連の国庫負担金・補助金・事業主等か
らの拠出金を交付金として交付

都道府県
一般会計

・市町村支援事業

市町村 負担金

地方

実施主体

市町村支援事業
・社会的養護などの
都道府県事業

市町村（基礎自治体）市町村
一般会計

負担金
補助金

市町村（基礎自治体）

子ども・子育て支援の
給付・サービスを包括的・一元的に実施

子ども・子育て支援の
給付・サービスを包括的・一元的に実施
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給付のイメージ

すべての子ども・子育て

家庭を支援する給付

両立支援・保育・

幼児教育給付（仮称）

産前・産後・育児休業給付（仮称）
個人給付

家庭を支援する給付 幼児教育給付（仮称）

○ こども園=幼保一体化

多様な保育サ ビ

幼保一体給付（仮称）○ 現金給付・・・子ども手当

○ 現物給付・・・一時預かり、妊婦健診 等

○ 多様な保育サービス

小規模保育サービス、短時間利用者向け保育
サービス、早朝・夜間・休日保育サービス、事業
所内保育サービス、広域保育サービス、病児・病○ 乳児家庭全戸訪問事業 地域子育て支援

市町村事業

所内保育サ ビス、広域保育サ ビス、病児 病
後児保育サービス 等

放課後児童給付（仮称）

○ 乳児家庭全戸訪問事業、地域子育て支援
拠点事業、児童館 等

○ 新システムの事業として市町村の独自給付

放課後児童給付（仮称）
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待機児童ゼロ特命チーム ２３年度予算案

２２年度 ２３年度

運営費支援

約 億
（最低基準を満たす認可外保育施設、

保育ママへの支援 など）

約１００億円

子ども手当の新しい
交付金に約１００億円

待機児童ゼロ
特命チーム関連
予算（約２００億円）交付金に約１００億円

を積む
（交付金総額５００億円）

予算（約２００億円）

(一体的に実施)

安心こども基金

（ ２２年度補正予算に
おいて １ ０００億円

整備費支援

（補助率嵩上げ地域の対象拡大、
約１００億円

おいて、１，０００億円
上積みを計上。
今年度中に配分する）

総額３，７００億円

土地借料支援 など）

※ 安心こども基金の要綱において、
特命チームの事業を区分して記載
（また、従来分と分けて配分）
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具体的施策 ● 「安心こども基金」 （～平成２３年度 総額：３，７００億円） 【うち１００億円程度】
● 現物サ ビスを拡大するための新たな交付金（平成２３年度予算案 ５００億円）【うち１００億円程度】

〔所要見込額：総額２００億円程度（安心こども基金、平成23年度予算案）〕

①既存の制度に縛られない
「多様で柔軟な保育サービス」の確保

②「場所」の確保 ③「人材」の確保

● 現物サービスを拡大するための新たな交付金（平成２３年度予算案 ５００億円）【うち１００億円程度】

〔家庭的保育の拡充〕

待機児童の８割以上を占める３歳未満児を主に対象とする

家庭的保育の量的拡充を図る。

・複数の家庭的保育者による家庭的保育事業の実施

〔保育所分園整備や家庭的保育実施の建物の

確保〕

公共施設（庁舎、学校等）などの既存の建物の

〔短時間勤務保育士を活用したローテー

ション〕

短時間勤務保育士の活用は既に認めら

れていることを地方自治体に周知を図る。
（２３‘予算案 交付金５００億円の内数）

・家庭的保育を実施する場合の賃借料・改修費等の補助率

の引き上げ等 （安心こども基金）

〔認定こども園の普及促進等〕

余裕スペースを活用し、速効性をもって保育所

や家庭的保育等の量的拡充を図る。

・賃貸物件の活用（待機児童の多い自治体への

整備費の補助要件緩和） （安心こども基金）

存 ビ 空き 等

れて る とを地方自治体に周知を図る。

〔保育を担う潜在的な人材の掘り起こし・

再教育〕 （２３‘予算案 委託費０．２億円）

・研修プログラムの開発、研修会等の実施〔認定 ども園の普及促進等〕

幼保一体化の検討も見据え、幼保連携型の認定こども園の

量的拡充や幼稚園での預かり保育の拡充を図る。

・幼保連携型認定こども園の定員引き下げ

・幼稚園での預かり保育の拡充

・既存のビルの空きスペース等の活用

（認可保育所の屋外階段設置基準の緩和）

・家庭的保育を実施する場合の賃借料・改修費

等の補助率の引き上げ等（再掲） （安心こども基金）

研修プ グラムの開発、研修会等の実施

〔保育労務環境改善に向けた取組〕

業務改善マニュアルにより現場のムリ・

ムダ ムラの改善を促進 よりよい労務環幼稚園での預かり保育の拡充

〔最低基準を満たす認可外保育施設 公費助成〕

〔保育所整備等のための土地の確保〕

都市部における土地確保を後押しするため、公

有地や私有地の活用を促進する。

ムダ・ムラの改善を促進。よりよい労務環

境整備により人材確保を側面的に促す。

〔保育サービスにおける事故等を踏まえ

たノウ ウの構築〕〔最低基準を満たす認可外保育施設への公費助成〕

新システムでの客観的な基準に基づく指定制の導入を見据

え、最低基準を満たす質の確保された認可外保育施設を前

倒しで公費助成の対象とする。

（２３‘予算案 交付金５００億円の内数）

新・土地借料の補助の創設 ※賃貸物件は除く

（安心こども基金）

・公園用地の活用

たノウハウの構築〕

過去の保育サービスにおける事故等を

収集・分析し、事故等を未然に予防する

ためのノウハウを確立。保育従事者の人

材育成等に役立てる。（２３ 予算案 交付金５００億円の内数）

など

材育成等に役立てる。

など など
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○○ 地方分権改革推進委員会の勧告内容地方分権改革推進委員会の勧告内容（（平成平成2121年年1010月月77日日））

地域主権改革（保育所関係）について

○○ 地方分権改革推進委員会の勧告内容地方分権改革推進委員会の勧告内容（（平成平成 年年 月月 日日））
保育所の基準について、廃止又は条例委任する。

○○ 地方分権改革推進計画の内容（平成地方分権改革推進計画の内容（平成2121年年1212月月1515日閣議決定）日閣議決定）

保育所の最低基準は条例で都道府県、指定都市、中核市が定める。その際、

１．○保育士の配置基準 ○居室の面積基準（乳児室1.65㎡、ほふく室3.3㎡、2歳以上の保育室1.98㎡）

○保育の内容（保育指針）、調理室（自園調理）

などについては、国の基準と同じ内容でなければならない。

２ ○屋外遊戯場の設置 ○必要な用具の備え付け ○耐火上の基準２．○屋外遊戯場の設置 ○必要な用具の備え付け ○耐火上の基準

○保育時間 ○保護者との密接な連絡

などについては、国の基準を参考にすればよい。

３ ただし 居室の面積基準については 東京等の一部の地域に限り 待機児童解消までの一時的な措置として 合理的な

→ 地域主権改革推進整備法案（平成22年3月5日閣議決定）を、第１７４回通常国会に提出。 ⇒ 衆議院で継続審議

３． ただし、居室の面積基準については、東京等の 部の地域に限り、待機児童解消までの 時的な措置として、合理的な

理由がある範囲内で、国の基準と異なる内容を定めることができる。

○○ 地域主権戦略大綱の内容（平成地域主権戦略大綱の内容（平成2222年６月年６月2222日閣議決定）日閣議決定）
特定都道府県及び特定市町村の策定する保育計画の公表について、現行制度で年１回以上の公表が義務づけられていた
ものを、努力義務化する。

→ 所要の法案について検討中。
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子どもの安全確認・安全確保の徹底について

◎児童相談所等関係機関の関与がありながら虐待死を防げなか た事例の存在

４８時間ルールの徹底

◎児童相談所等関係機関の関与がありながら虐待死を防げなかった事例の存在

・情報提供であっても死を招く子ども虐待の可能性の認識

・安全確認は、原則４８時間以内に子どもを直接目視することにより実施

・保護者の同意が得られない場合であっても子どもの安全を最優先にした実施

虐待の確証が得られない場合においても 児童の安全のため 時保護による診断 判定も辞さない

ためらわず必要な場面での一時保護の実施

・虐待の確証が得られない場合においても、児童の安全のため一時保護による診断・判定も辞さない

臨検・捜索制度等の積極的な活用

・長期間子どもの安全が確認されず、呼びかけに全く応答しない場合等においての積極的な活用

・出頭要求、立入調査、再出頭要求の段階を踏まえ、次の見通しをもった迅速な対応

・虐待を受けている子どもの早期発見や適切な保護を図るため、関係機関が早い時期からその子ども等に関
する情報や方針を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要

関係機関との連携

する情報や方針を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要

・要保護児童対策地域協議会を積極的に活用するとともに、日頃からの情報交換により、各機関の連携を深
めていくことが適当
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児童虐待防止対策の強化について（平成２２年の主な対策）

【背景】
○ 平成２２年に入ってから、相次ぐ児童虐待の疑いによる死亡事案。
○ 平成２１年度の児童相談所の虐待相談対応件数は過去最高 44 211件○ 平成２１年度の児童相談所の虐待相談対応件数は過去最高 44,211件
○ 平成２０年度の虐待による死亡事案は過去最高 64件（心中を除く）
○ 住民の特定できない死亡事案の発生

児童虐待による死亡事案の再発防止のため、以下の取組を特に実施

・虐待の通告のあった子どもの安全確認の徹底を全国の児童相談所に指示
平成 年 月 通知発出 月 児童相談所長会議 も徹底

１ 児童の安全確認の徹底

→ 平成２２年８月２日通知発出。８月２６日児童相談所長会議でも徹底。

・虐待通告のあった事例についての安全確認の実施状況について調査結果を公表
→ 平成２２年９月３０日公表。

・居住者が特定できない事案における出頭要求、立入調査、臨検・捜索等の手法を提示
→ 平成２２年８月２６日通知発出。児童、保護者の氏名が特定できなくても出頭要求等が可能な旨を明示。

・虐待通告のあった児童の安全確認手引きを作成
→ 平成２２年９月３０日公表。安全確認が困難な事例についての対応・仕方、強制立入の手順等のマニュアル化）
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２ 関係機関との連携強化

○学校等から市町村・児童相談所へ虐待の疑いのある子どもの出欠状況等の情報提供を行う仕組みの構築
→ 平成22年３月２４日通知発出。

○乳幼児健診未受診者の把握及び受診勧奨の徹底による母子保健分野と児童福祉分野の連携強化
→ 平成２２年７月２８日通知発出→ 平成２２年７月２８日通知発出。

○関係団体に、虐待の通告窓口の周知及び児童相談所の調査協力の依頼
→ 平成22年８月26日通知発出。福祉、保健、教育等の関係団体に加え、不動産業界やコンビニ業界等へも依頼。

○ 児童虐待による死亡事例等の検証結果を公表

３ 死亡事例の検証

→ 平成22年７月28日公表。地方公共団体や国への提言が盛り込まれる。

４ 相談 通告窓口の周知徹底

○ 政府広報等を活用した子育て相談や虐待通告窓口の周知徹底。１１月の児童虐待防止推
進月間において 集中的に広報。

４ 相談・通告窓口の周知徹底

進月間において、集中的に広報。
→ 児童相談所全国共通ダイヤル ０５７０－０６４－０００
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児童虐待防止のための親権制度の見直しについて

【研究会報告書のとりまとめ】
○ 法務省が主となって進めてきた「児童虐待防止のための親権制度研究会」（学者、弁護士、実務家、法務省、
厚生労働省、最高裁判所事務総局等で構成）において、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利益を擁護する
観点から親権に係る制度の見直しについて議論・検討が行われ、平成２２年１月２２日に報告書がとりまとめら観点から親権に係る制度の見直しについて議論 検討が行われ、平成２２年１月２２日に報告書がとりまとめら
れた。

○ 報告書には、次の事項の論点整理等が盛り込まれている。
① 親権喪失制度の見直し、親権の一時的制限制度及び一部制限制度の創設等
② 施設入所等の措置又は一時保護が行われている場合に親権を部分的に制限する制度の創設等② 施設入所等の措置又は 時保護が行われている場合に親権を部分的に制限する制度の創設等
③ 法人による未成年後見の導入、親権者等がいない児童等についての親権行使の在り方
④ 接近禁止命令の在り方
⑤ 保護者に対する指導の実効性を高めるための方策
⑥ 懲戒権・懲戒場に関する規定の見直し⑥ 懲戒権 懲戒場に関する規定の見直し

現行の親権制度は、民法において、親権を行う者は、子の監護及び教育（820条）、居所の指定（821条）、懲戒（822条）、職業の許可（823
条）、財産の管理（824条）の権限を有すること。一方、親権喪失は、親権の濫用又は著しく不行跡がある場合として規定（834条）している。
現状では、

懲戒権を盾に虐待を正当化する親の存在・ 懲戒権を盾に虐待を正当化する親の存在。
・ 親権者の親権と児童福祉施設長等の監護権の優先関係が明確でないため、児童の福祉に必要な措置をとることが困難。
・ 親権を止めるには親権の全てを喪失させる制度しかないため制度利用に躊躇。
・ 未成年後見人の引受手が少ない。

等々の問題が、児童福祉の現場等で生じている。

【審議会における検討】
○ 法務省は、報告書を受けて平成２２年３月２５日から法制審議会「児童虐待防止関連親権制度部会」で
検討を行い、平成２２年１２月に要綱案がまとめられ、今後、法制審議会より答申が得られる予定。

○ 厚生労働省では、法務省の動きと併せて、児童福祉法等の改正が必要な事項について検討を行うため、

等々の問題が、児童福祉の現場等で生じている。

○ 厚 労働省 、法務省 動き 併 、児童福祉法等 改 必要な事項 検討を行う 、
平成２２年３月３１日から社会保障審議会児童部会「児童虐待防止のための親権の在り方に関する専門委
員会」で検討を行っており、年度内を目途に報告書がまとめられる予定。
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児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（抜粋）

附 則

（施行期日）
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

（検討）（検討）
第二条 政府は、この法律の施行後三年以内に、児童虐待の防止等を図り、児童の権利利
益を擁護する観点から親権に係る制度の見直しについて検討を行い、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとするて必要な措置を講ずるものとする。

２ 政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護施設等の量的
拡充に係る方策 児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の拡充に係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含む児童養護施設等の運営の
質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所した児童に対する教育及び自立の支援の更
なる充実に係る方策その他必要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとするて必要な措置を講ずるものとする。
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児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する要綱案

法制審議会児童虐待防止関連親権制度部会

第１ 親権の効力
１ 監護及び教育の権利義務
親権を行う者は 子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し 義務を負うものとする

児童虐待防止のための親権に係る制度の見直しに関する要綱案

親権を行う者は，子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し，義務を負うものとする。

２ 懲戒
① 親権を行う者は，第１の１の規律による監護及び教育のために必要な範囲内でその子を懲戒すること

ができるものとする。
② 民法第８２２条の規定中，懲戒場に関する部分は削除するものとする。

第２ 親権の喪失等第２ 親権の喪失等
１ 親権喪失の審判

父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不
適当であることにより子の利益を著しく害するときは，家庭裁判所は，子，その親族，未成年後見人，未成
年後見監督人又は検察官の請求により その父又は母に いて 親権喪失の審判をする とができるも年後見監督人又は検察官の請求により，その父又は母について，親権喪失の審判をすることができるも
のとする。ただし，２年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは，この限りでないものとする。

２ 親権停止の審判
① 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは，家庭裁判
所は，子，その親族，未成年後見人，未成年後見監督人又は検察官の請求により，その父又は母につ
いて，親権停止の審判をすることができるものとする。

② 家庭裁判所は 親権停止の審判をするときは その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間② 家庭裁判所は，親権停止の審判をするときは，その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間，
子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して，２年を超えない範囲内で，親権を停止
する期間を定めるものとする。
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３ 管理権喪失の審判
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは，家庭裁判

所は，子，その親族，未成年後見人，未成年後見監督人又は検察官の請求により，その父又は母につい所は，子，その親族，未成年後見人，未成年後見監督人又は検察官の請求により，その父又は母に い
て，管理権喪失の審判をすることができるものとする。

４ 親権喪失，親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
第２の１本文 ２①又は３の原因が消滅したときは 家庭裁判所は 本人又はその親族の請求によって第２の１本文，２①又は３の原因が消滅したときは，家庭裁判所は，本人又はその親族の請求によって，

親権喪失，親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができるものとする。

第３ 未成年後見
１ 未成年後見人の数

民法第８４２条の規定は，削除するものとする。

２ 未成年後見人の選任２ 未成年後見人の選任
① 未成年後見人がある場合においても，家庭裁判所は，必要があると認めるときは，民法第８４０条に
規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で，更に未成年後見人を選任することができ
るものとする。

② 未成年後見人を選任するには 未成年被後見人の年齢 心身の状態並びに生活及び財産の状況② 未成年後見人を選任するには，未成年被後見人の年齢，心身の状態並びに生活及び財産の状況，
未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無（未成年後見人と
なる者が法人であるときは，その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見
人との利害関係の有無），未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならないものと人との利害関係の有無），未成年被後見人の意見その他 切の事情を考慮しなければならな ものと
する。

３ 未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
① 未成年後見人が数人あるときは 共同してその権限を行使するものとする① 未成年後見人が数人あるときは，共同してその権限を行使するものとする。
② 未成年後見人が数人あるときは，家庭裁判所は，職権で，その一部の者について，財産に関する権
限のみを行使すべきことを定めることができるものとする。
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③ 未成年後見人が数人あるときは 家庭裁判所は 職権で 財産に関する権限について 各未成年後③ 未成年後見人が数人あるときは，家庭裁判所は，職権で，財産に関する権限について，各未成年後
見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して，その権限を行使すべきことを定めることが
できるものとする。

④ 家庭裁判所は，職権で，②及び③の定めを取り消すことができるものとする。
⑤ 未成年後見人が数人あるときは 第三者の意思表示は その１人に対してすれば足りるものとする⑤ 未成年後見人が数人あるときは，第三者の意思表示は，その１人に対してすれば足りるものとする。

４ 未成年後見監督人
① 家庭裁判所は，必要があると認めるときは，未成年被後見人，その親族若しくは未成年後見人の請
求により又は職権で，未成年後見監督人を選任することができるものとする。

② 未成年後見監督人についても，第３の２②及び３と同様の規律とするものとする。

第４ その他第４ その他
１ １５歳未満の者を養子とする縁組

法定代理人が民法第７９７条第１項の承諾をするには，養子となる者の父母で親権を停止されているも
のがあるときは，その同意を得なければならないものとする。

（注）民法第８０６条の３の規定は，１の同意についても適用するものとする。

２ その他２ その他
その他関連する規定について，所要の整備を行うものとする。
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妊婦健康診査支援基金の延長・積み増し等について

妊婦健康診査支援基金

妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減を図るため、必要な回数（１４回程度）の妊婦健診を受けられるよ

う、地方財政措置されていなかった残りの９回分について、平成２０年度第二次補正予算（７９０億円）により、都

１．妊婦健康診査支援基金について

道府県に妊婦健康診査支援基金を造成し、国庫補助（１／２）と地方財政措置（１／２）により支援。

（事業実施期限：平成２２年度末）

＜平成２２年度補正予算＞

妊婦健康診査支援基金について、実施期限を延長するとともに、積み増しを実施（１１１億円）
妊婦健診（ＨＴＬＶ－１抗体検査を含む）の公費助成を平成２３年度も継続

国
１／２

９回

個人負担又は

＜平成20年度第二次補正前＞
＜平成２２年度補正予算＞

国庫補助市町村
１／２

９回平成２２年度
補正予算

１１１億円 １／２
個人負担又は

市町村の任意助成

地方財政
措置

５回
市町村

５回
市町村

１／２１１１億円
積み増し

保健指導・カウンセリングの体制づくりとして、以下を実施（２５百万円）

マニ アル（医師向け 保健師等向け）の印刷 配布

２． ＨＴＬＶ－１母子感染予防対策について

・マニュアル（医師向け、保健師等向け）の印刷・配布
・妊婦向けリーフレットの作成・配布
・ＨＴＬＶ－１対策研修会の実施
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ＨＴＬＶ－１（ﾋﾄＴ細胞白血病ｳｲﾙｽ－1型）母子感染予防対策について

ＨＴＬＶ－１特命チーム

平成２２年９月、総理官邸にＨＴＬＶ－１特命チームが設置され、ＨＴＬＶ－１母子感染予防対策として、妊婦健康診査におけるＨ
ＴＬＶ－１抗体検査の実施、母子感染予防のための保健指導やカウンセリング体制づくりを行うことが決定。平成２２年１２月に
は、医療体制の整備や研究開発の推進を含めた総合対策がとりまとめられた。

１．妊婦健診におけるＨＴＬＶ－１抗体検査の実施

①平成２２年１０月６日付けで、通知を改正、発出
・ＨＴＬＶ－１抗体検査を、妊婦健康診査の標準的な検査項目に追加ＨＴＬＶ １抗体検査を、妊婦健康診査の標準的な検査項目に追加
・ＨＴＬＶ－１抗体検査を、妊婦健康診査臨時特例交付金に基づく公費負担の対象とできるよう、補助単価
（妊婦１人当たり）の上限額を改定

②平成２２年１１月１日付けで、自治体及び関係団体に対し、抗体検査の実施方法等について通知
③平成２２年度補正予算により、妊婦健康診査支援基金の実施期限を延長するとともに、積み増しを実施、

２．ＨＴＬＶ－１母子感染予防対策（平成２２年度中に実施、実施主体は国）

③平成２２年度補正予算により、妊婦健康診査支援基金の実施期限を延長するとともに、積み増しを実施、
妊婦健診（ＨＴＬＶ－１抗体検査を含む）の公費助成を平成２３年度も継続

グ づ保健指導・カウンセリングの体制づくりとして、以下を実施
・マニュアル（医師向け、保健師等向け）の印刷・配布
・妊婦向けリーフレットの作成・配布
・ＨＴＬＶ－１対策全国研修会（３月上旬・東京及び大阪）の実施

３．ＨＴＬＶ－１母子感染対策協議会（平成２３年度予算（案）に計上、実施主体は都道府県）

・都道府県内のＨＴＬＶ－１抗体検査、保健指導・カウンセリング体制の検討・実施状況の把握
市町村職員等 の研修・市町村職員等への研修

・ＨＴＬＶ－１母子感染予防対策に関する普及啓発 等
（母子保健医療対策等総合支援事業（統合補助金）「生涯を通じた女性の健康支援事業」の一部）
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社会的養護体制の拡充について

（１）施設の小規模化・施設機能の地域分散化の推進（１）施設の小規模化・施設機能の地域分散化の推進

ア ケア単位の小規模化
児童養護施設等において、家庭的な環境の中で職員との個別的な関係を重視した小さなグループできめ細やか

なケアを提供する小規模グループケアや、本体施設の支援のもと地域の民間住宅などを活用して家庭的養護を行なケアを提供する小規模グル プケアや、本体施設の支援のもと地域の民間住宅などを活用して家庭的養護を行
う地域小規模児童養護施設等を推進する。

平成２２年３月末 平成２６年（目標値）
小規模グループケア ４５８か所 → ８００か所
地域小規模児童養護施設 １９０か所 → ３００か所地域小規模児童養護施設 か所 → か所

イ 本体施設の小規模化、高機能化
児童養護施設等によるファミリーホームの開設の支援、施設による里親支援を推進し、施設機能の地域分散化を

図り、本体施設の小規模化、高機能化を図る。

ア 里親支援機関による里親の支援の推進等

図り、本体施設 小規模化、高機能化を図る。

（２）里親委託等の推進

ア 里親支援機関による里親の支援の推進等
里親委託の促進のため、平成21年度から、里親手当の引き上げを行ったほか、新規里親の掘り起こしや里親

支援等の業務行う「里親支援機関」事業を実施しているが、その効果的な実施が必要。
また、里親委託の推進のためには、里親会の活動や、地域の拠点である児童養護施設、乳児院の支援が重要。

イ 里親等委託率の向上

子ども・子育てビジョン（平成22年1月閣議決定）において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリーホームを含
めた里親等委託率を、平成２６年度までに１６％に目標を設定。

（平成１４年度末 ７ ４％ → 平成２２年３月末現在１０ ８％）（平成１４年度末 ７．４％ → 平成２２年３月末現在１０．８％）
里親等委託率は、自治体間で格差が大きい（最大38.6％、最小3.4％[平成22年3月末]）ことから、一層の取り組

みの推進が必要。

30



（３）情緒障害児短期治療施設の設置推進

ア 情緒障害児短期治療施設の現状

情緒障害児短期治療施設は 医師 心理療法担当職員 指導員等の人員配置が厚いが 情緒障害児短期治情緒障害児短期治療施設は、医師、心理療法担当職員、指導員等の人員配置が厚いが、情緒障害児短期治

療施設が無い地域では、人員配置が十分でなく、児童養護施設で対応している現状。

設置済自治体数 ３３

未設置自治体数 ３６ （平成22年10月1日 家庭福祉課調べ）

イ 情緒障害児短期治療施設の設置推進

子ども・子育てビジョン（平成２２年１月閣議決定）において、平成２６年度４７か所の目標を設定。

（平成２０年度３２か所 → 平成２２年１０月現在３７か所に増加）（平成２０年度３２か所 → 平成２２年１０月現在３７か所に増加）

援施 者

（４）母子生活支援施設の新しい機能・役割の推進

ア 母子生活支援施設の入所者の現状

・「夫等の暴力」を理由とする者（ＤＶ被害者）の入所が半数以上を占めるようになり、施設の広域利用が進展し

ている。

・虐待を受けた児童の入所が増加している。虐待を受け 児童 入所 増 る。

イ ＤＶ被害や児童虐待への対応の強化

・ＤＶ被害者の利用増加を踏まえ、施設入所の広域的な対応を推進

・虐待を受けた児童の支援を図るため 個別対応職員や心理療法担当職員の配置を推進・虐待を受けた児童の支援を図るため、個別対応職員や心理療法担当職員の配置を推進

（５）社会的養護関係の児童福祉施設最低基準の見直し検討について

社会的養護の在り方の見直しについては、社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会において検討を進めている
ところであるが、児童福祉施設最低基準については、まず、現行の措置費や施設整備水準に照らした見直しを検討している
ところ。
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施設の小規模化と家庭的な養護の推進
社会的養護が必要な児童を、可能な限り家庭的な環境において安定した人間関係の下で育てることができるよう、施設のケ
ア単位の小規模化 里親やファミリーホームなどを推進

里親児童養護施設 小規模

ア単位の小規模化、里親やファミリ ホ ムなどを推進

より家庭的な養育環境

里親
家庭における養育を里親に委
託

４名まで

大舎（２０人以上）
中舎（１３～１９人）
小舎（１２人以下）

児童養護施設 地域小規模
児童養護施設
(グループホーム)

小規模住居型児
童養育事業
（ファミリーホーム）

小規模
グループケア
（ユニットケア）

登録里親数 ７，１８５人
うち養育里親 ５，８４２人

専門里親 ５４８人
養子縁組里親１，４２８人

1歳～１８歳未満（必要な
場合０歳～２０歳未満）

職員
施設等のほか

本体施設の支援のもと地
域の民間住宅などを活用
して家庭的養護を行う

定員６名

養育者の住居におい
て家庭的養護を行う

定員５～６名

職員３名以上（うち１名

本体施設において小
規模なグループによ
るケアを行う

１グループ６人

親族里親 ３４２人

委託里親数 ２，８３７人
委託児童数 ３，８３６人

施設等のほか
就学児童６：１
３歳以上４：１
３歳未満２：１

５７５か所

定員６名

職員：専任２名＋その他
の職員（非常勤可）

２１年度１９０カ所
→２６年度目標

職員３名以上（うち１名
以上が生活の本拠を
置く）

２１年度４９か所
→２６年度目標

職員１名＋非常勤
職員を加配

２１年度４５８か所
→２６年度目標

→２６年度目標
養育里親登録８，０００世帯
専門里親登録 ８００世帯

５７５か所
定員３４，５６９人
現員３０，５９４人（８８．８%)

→２６年度目標
３００か所

→２６年度目標
１４０か所

乳児院 里親等委託率

→２６年度目標
８００か所

(乳児院等を含む）

乳児院
乳児(０歳)､必要な場合幼児(小学校就学前）

１２４カ所
定員３，７９４人、現員２，９６８人（７８．２%）

（里親＋ﾌｧﾐ／養護＋乳児＋里親＋ﾌｧﾐ）

２２年３月末 １０．８％
→２６年度目標１６％ 児童自立生活援助事業（自立援助ホーム）

養護施設等退所後、就職する児童等が共同生
活を営む住居において自立支援

※「２６年度目標」は、子ども子育てビジョン
施設の定員等の全国計は２２年３月末福祉行政報告例。
小規模ｸﾞﾙｰﾌﾟｹｱ、地域小規模児童養護施設、自立援助ホームについては家庭福祉課調べ。

活を営む住居において自立支援

２１年度５９か所→２６年度目標１６０か所
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児童養護施設の形態の今後の在り方

小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進

 ケア単位の小規模化

 本体施設の小規模化、高機能化

 施設によるファミリーホームの設置、里親の支援

児童家庭支援

地域の要保護児童や家
庭の相談支援

児童養護施設

施設規模 大 地
域
小

施設が開設
を支援

施設が里親支援
と里親委託推進

本体施設の
小規模化

地
域
小

里
親

里
親

里
親

里
親フ

ァ
フ
ァ

フ
ァ

センター

児童養護施設（本体）

ケア単位 大
（大舎制、中舎制）

小
規
模
児
童
養 里

小規模化

高機能化

小規模グループ
ケ

小
規
模
児
童
養 里

里
親

里
親

里
親

里
親

親親親親

里里

ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム

ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム

ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム養

護
里
親

ケア
養
護

里
親

里
親

里
親

ムムム

施設機能の地域分散化 ・ 家庭的養護の推進

乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、助産施設の各
施設についても、充実・連携強化
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里親委託の推進と里親支援機関

○里親委託の促進のため、平成21年度から、里親手当の引き上げを行ったほか、新規里親の掘り起こしや里親支援等の○里親委託の促進のため、平成21年度から、里親手当の引き上げを行ったほか、新規里親の掘り起こしや里親支援等の
業務行う「里親支援機関」事業を実施しているが、その効果的な実施が必要。

○里親委託の推進のためには、里親会の活動や、地域の拠点である児童養護施設、乳児院の支援が重要。

児童相談所
・児童福祉司、里親担当職員

市町村

里親会

里親支援
機関

里親支援

児童家庭支
援センター 里

親
里
親

里
親

里
親

里
親

児童養護施設
乳児院

里
親

里
親

里
親

機関 里親支援
機関

里
親

里
親

里
親

乳児院

里
親

里
親

里
親

里
親

公益法人
NPO 等

里親支援機関事業

実施主体
・都道府県・指定都市・児相設置市

里親制度普
及促進事業

普及啓発

養育里親研修

専門里親研修

里親委託推 里親委託支援等
・里親会、児童家庭支援センター、乳児
院、児童養護施設、NPO等に委託可能

里親委託推
進・支援等
事業

里親委託支援等

里親家庭への訪問支援

里親による相互交流

34



母子家庭等自立支援対策について

○平成１４年に母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等を改正し、

「就業・自立に向けた総合的な支援」へと施策を強化したところである。

○具体的には、「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養育費の確保策」、「経済

的支援策」の４本柱により施策を推進中。

母子家庭及び寡婦自立促進計画（地方公共団体が国の基本方針を踏まえて策定）母子家庭及び寡婦自立促進計画（地方公共団体が国の基本方針を踏まえて策定）

子育てと生活支援

◎ 保 育 所 優 先 入 所

就業支援
○母子家庭等就業・自立支

養育費の確保

◎養育費相談支援センタ

経済的支援

◎児童扶養手当 支給◎ 保 育 所 の 優 先 入 所 の
法定化

◎ヘルパーの派遣などに
よる子育て、生活支援
策の実施

援センター事業の推進
◆個々の実情に応じた、ハ

ローワーク等との連携に
よる母子自立支援プログ
ラムの策定等

◎養育費相談支援センタ
ーの創設

◎養育費支払い努力義務
の法定化

◎「養育費の手引き」や

◎児童扶養手当の支給
・自立を支援する観点か

ら母子寡婦福祉貸付の
充実

策の実施
・サテライト型施設の設

置など母子生活支援施

設の機能の拡充

ラムの策定等
・母子家庭の能力開発等の

ための給付金の支給
・準備講習付き職業訓練の

実施等

◎「養育費の手引き」や
リーフレットの配布

◎民事執行制度の改正に
よる履行確保の促進

※上記のうち、◎は、父子家庭も対象。○は、事業の一部に関して父子家庭も対象。
◆については、平成２３年度予算案において、父子家庭も対象に。
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就業支援策の推進について

平成１４年に母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法等を改正し、「就業・自立に向けた総合的

就業支援策の推進

な支援」へと施策を強化。「就業支援策」について本格的な取組を開始。

現 状

○母子家庭等を取り巻く経済・雇用環境は厳しい状況。
○就業支援に関する事業の実施状況について、自治体によって取組に差が生じている。

現 状

○就業支援に関する事業の実施状況に いて、自治体によって取組に差が生じている。

【参考】就業支援事業の実施割合（平成２１年度実績）
◆母子家庭等就業・自立支援センター事業 100.0 ％
◆自立支援教育訓練給付事業 90.0 ％（目標:平成26年度までに100％【子ども・子育てビジョン】）

◆高等技能訓練促進費等事業 81.8 ％（目標:平成26年度までに100％【子ども・子育てビジョン】）

◆母子自立支援プログラム策定事業 52.8 ％

どこに住んでいても支援を受けることができるよう事業の空白地帯を解消するとともに、
等 労 機 連携 効 的 事業を実施す がハローワーク等の労働関係機関と連携し、効果的に事業を実施することが重要。
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母子家庭の就業支援関係の主要な事業

事業 事業内容事業 事業内容

１ ハローワークによる支援
マザーズハローワーク

マザーズハローワーク事業

求職活動の準備が整い、かつ具体的な就職希望を有する子育て女性等に対
する就業支援サービスの提供を行う。

２ 母子家庭等就業・自立支援事業 母子家庭等就業・自立支援センター事業

母子家庭の母等に対し、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供等
までの一貫した就業支援サービスや養育費相談など生活支援サービスを提供
する事業。

３ 母子自立支援プログラム策定等事業 個々の児童扶養手当受給者の状況・ニーズに応じ自立支援計画を策定し、
ハローワーク等と連携のうえ、きめ細かな自立・就労支援を実施する。

４ 自立支援教育訓練給付金事業 地方公共団体が指定する教育訓練講座を受講した母子家庭の母に対して４ 自立支援教育訓練給付金事業 地方公共団体が指定する教育訓練講座を受講した母子家庭の母に対して、
講座終了後に受講料の一部を支給する。

５ 高等技能訓練促進費等事業 看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するために２年以上養成機関
等で修学する場合で 就業（育児）と修業の両立が困難な場合に 生活費の負等で修学する場合で、就業（育児）と修業の両立が困難な場合に、生活費の負
担軽減のため高等技能訓練促進費等を支給する。
また、安心こども基金を活用して、平成23年度末までに修学を開始した者に

ついては、修業全期間を支給対象とする。

６ ひとり親家庭等の在宅就業支援事業 安心こども基金を活用して、ひとり親家庭等の在宅就業を積極的に支援しよ
うとする地方自治体に対して助成を行い、普及促進を図る。
（事業実施：平成21年度～平成23年度）

※このほか、
「安心こども基金」により「職業訓練受講時の託児サービスの充実」、「職業紹介等を行う企業等によるひとり親家庭の就業支援」、「就
業・社会活動困難者への戸別訪問の実施」などを実施。
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ひとり親家庭等の在宅就業支援事業【安心こども基金】（H23年度まで）

１.事業概要
在宅で子育て等をしながら就業できる在宅就業は、子どもの養育と生計の維持を一人で担わなければならないひとり親

家庭等にとって効果的な就業形態である。
このため 安心こども基金を活用して ひとり親家庭等の在宅就業について 「業務の開拓」「参加者の能力開発」「業務処このため、安心こども基金を活用して、ひとり親家庭等の在宅就業について、「業務の開拓」「参加者の能力開発」「業務処

理の円滑な遂行」等を一体的に取り組む地方自治体（都道府県及び市）の事業に対して助成を行い、普及促進を図る。
なお、本事業の実施期限は平成23年度末であるが、23年度中に開始された訓練については、訓練全般の経費について、

平成25年度末まで助成対象とする。

２.実施状況
○国審査分事業（先行実施） 約 ５３億円
１５都道府県市で実施中

○都道府県審査分事業（全国展開） 約１９７億円
９県１市で実施中又は予算措置済み（平成22年11月現在）
多くの自治体において平成23年度当初予算における措置予定又は検討中
平成23年度補正での予算措置による開始も可能であり、引き続き取り組みを推進平成 年度補 予算措置 よる開始も可能 あり、引き続き取り組みを推進

＜発注企業等＞ ＜ひとり親、寡婦、障害者、高齢者＞
都道府県・市（委託可）

体的な取組業務開拓

スキルアップのための訓練
①業務の開拓

②参加者の能力開発

一体的な取組

請負受発注

②参加者の能力開発

③業務処理の円滑な遂行
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【平成２３年度の手当額について】

児童扶養手当について

○ 児童扶養手当額については、「児童扶養手当法」及び「児童扶養手当法による児童扶養手当の
額等の改定の特例に関する法律」に基づき、年平均の全国消費者物価指数を基に所要の改定が
されることとなっている。されることとなっている。

※ 年金の物価スライドと同じ取扱い

○ 平成２２年の消費者物価指数は、平成１７年の指数を０．３％程度下回る見通しであり、１月末に
発表される確定値に基づき 法律の規定に従って平成２３年度の手当額が引き下げられる見込み発表される確定値に基づき、法律の規定に従って平成２３年度の手当額が引き下げられる見込み
である。

（参考）
手当額［月額］ （△０ ３％の場合）・手当額［月額］ （△０．３％の場合）

（平成２２年度） （平成２３年度見込み）
全部支給 ４１，７２０円 → ４１，５９０円

部支給 ４１ ７１０円 ９ ８５０円 ４１ ５８０円 ９ ８２０円一部支給 ４１，７１０円～９，８５０円 → ４１，５８０円～９，８２０円

※ なお、特別児童扶養手当や原子爆弾小頭症手当などの他の福祉手当についても、同様の
取扱いにより手当額が引き下げられる見込みである。取扱いにより手当額が引き下げられる見込みである。

【父子家庭への支給拡大について】

○ 平成２２年８月より父子家庭にも対象拡大を図ったところ○ 平成２２年８月より父子家庭にも対象拡大を図ったところ。
円滑な支給事務に多大なご尽力をいただき厚く御礼申し上げるとともに、引き続き申請漏れ等が

無いよう地域住民への十分な周知をお願いする。
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配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）対策等について

偶者から 暴力対策等 ため 婦 相談所等 体制強

現 状

（１）配偶者からの暴力対策等のための婦人相談所等の体制強化について

び 来 等 成

ＤＶ被害者等の保護・支援の充実のために

○ 婦人相談所及び婦人相談員による来所相談のうち、夫等の暴力を主訴とする相談者数は、平成21年度
は２７，１８３人 （全体の３２．６％）であり、前年度（２４，８７９人、全体の３１．３％ ）に比べ増加。

Ｖ被害者等の保護 支援の充実のために

婦人相談所及び婦人保護施設において、
○ 心理療法担当職員及び同伴児童ケアを行う指導員の配置
○ 休日・夜間電話相談事業 職員等の専門研修 夜間警備体制の強化 弁護士等による法的対応支援○ 休日 夜間電話相談事業、職員等の専門研修、夜間警備体制の強化、弁護士等による法的対応支援
などの取組を推進。

平成２３年度予算案においては、新たに、
○ 職員の専門性の向上のため 婦人相談所の指導的立場にある職員に対する研修を国において実施○ 職員の専門性の向上のため、婦人相談所の指導的立場にある職員に対する研修を国において実施
○ 恋人からの暴力被害者も一時保護委託の対象とする
ことを盛り込んだところ。

障害があ あ 等特 な ズをも 被害者 相談 保護等また、障害があることや外国人であること等特別なニーズをもった被害者の相談や保護等に関しては、
○施設のバリアフリー化の推進
○専門通訳者養成研修の実施等を通じた通訳者の確保
などの取組を推進。

さらに、市町村、民間の支援団体を含む関係機関との連携、研修の充実等を図ることにより、ＤＶ被害者等の安全確
保・支援の充実に向けた一層の取組を推進。
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（２）人身取引被害者の保護について

現 状

○ 婦人相談所等が保護した女性は２７５名（平成１３～２１年度）

人身取引被害者の適切な保護・支援のために

○ 「人身取引対策行動計画２００９」（平成２１年１２月犯罪対策閣僚会議決定）に基づき、保護・支援を実施○ 人身取引対策行動計画２００９」（平成２１年１２月犯罪対策閣僚会議決定）に基づき、保護 支援を実施

○ また、「人身取引事案の取扱事案（被害者の認知に関する措置）について」（平成２２年６月人身取引対策に関
する関係省庁連絡会議申合せ）を基に、人身取引被害者の把握を一層推進するとともに、
被害者の適切な保護に努めることが必要被害者の適切な保護に努めることが必要。

○ このため、婦人相談所及び婦人保護施設においては、警察、入国管理局、大使館、ＩＯＭ（国際移住機関）等
の関係機関との緊密な連携を図りながら、
母国の文化を尊重した日常生活場面での支援・母国の文化を尊重した日常生活場面での支援
・医師の診察や医療費の補助等による健康支援
・必要に応じて弁護士等による法的対応支援
・心理療法担当職員によるカウンセリング等の心理的ケア
・専門通訳者養成研修の実施等を通じた通訳者の確保

により、被害者の立場に立った適切な保護・支援が必要。

（参考）
○配偶者からの暴力被害者支援情報 http://www.gender.go.jp/e‐vaw/index.html
○人身取引対策 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinsin/
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「不妊に悩む方への特定治療支援事業」について

元気な日本復活特別枠

１ 事業の目的１．事業の目的

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず高額の治療費がかかる
夫婦間の不妊治療に要する費用の一部を助成する。

２．補助概要

＜給付内容＞ １年度あたり１回１５万円、１年目は年３回まで、
２年目以降年２回まで、通算５年、通算１０回を超えない

＜所得制限＞ ７３０万円未満（夫婦合算の所得ベース）＜所得制限＞ ７３０万円未満（夫婦合算の所得 ス）
＜実施主体＞ 都道府県・指定都市・中核市
＜補 助 率＞ 国１／２ 都道府県・指定都市・中核市１／２

３．平成２３年度予算案

予算額 ９５億円予算額 ９５億円
（母子保健医療対策等総合支援事業（統合補助金）９９億円の一部）
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子どもの心の診療ネットワーク事業について

○ 「子どもの心の診療拠点病院機構推進事業」（平成２０年度から３年間のモデル事業）の評価○ 「子どもの心の診療拠点病院機構推進事業」（平成２０年度から３年間のモデル事業）の評価

・地域の診療連携や地域の診療関係者の研修等は、地域の子どもの心の診療体制整備に寄与
・患者の相談すべき医療機関等について適切な情報提供が行われていると推測
・地域の子どもの心の診療体制の構築のために重要な役割を果たしていると考えられる・地域の子どもの心の診療体制の構築のために重要な役割を果たしていると考えられる

（「子どもの心の診療拠点病院の整備に関する有識者会議」意見）

子どもの心の診療ネ トワ ク事業（都道府県）

平成２３年度から「子どもの心の診療ネットワーク事業」として、事業の本格実施を図る。

中央拠点病院の整備（国立成育医療研究センタ ）子どもの心の診療ネットワーク事業（都道府県）

様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、
都道府県における拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉関係
機関等と連携した支援体制の構築を図る。

中央拠点病院の整備（国立成育医療研究センター）

人材育成や都道府県拠点病院に対する技術的支援等を行う。

□ 事業内容

□ 事業内容
●地域の医療機関や、関係機関から相談を受けた困難な症
例に対する診療支援や医学的支援（アドバイス）

●子どもの心の問題に関する地域の関係機関の連携会議の

● 都道府県拠点病院に対する技術的助言、連携会議の開催
● 都道府県間格差の解消と医療水準の底上げの推進
● 強度の問題行動事例やＰＴＳＤへの対応などのための都道府
県拠点病院等への専門家の派遣

● 専門医や関係専門職の養成●子 も 心 問題 関する地域 関係機関 連携会議
開催

●医師、関係専門職に対する研修の実施、関係機関・施設の
職員に対する講習会の開催

●問題行動事例発生時やＰＴＳＤ対応など専門家派遣
●専門機関に対する情報提供 地域住民に対する普及啓発

● 専門医や関係専門職の養成
● 基盤的研究の実施、都道府県拠点病院における調査結果の
高度な研究・解析

● 国内外の最新の医学的知見の収集、情報発信

●専門機関に対する情報提供、地域住民に対する普及啓発
等

※事業内容の詳細は検討中である。
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要

少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女

ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する。

○ ３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度（１日６時間）を設けることを事業主の義務とし、

労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。

○ 子の看護休暇制度を拡充する（小学校就学前の子が １人であれば年５日（改正前と同じ） ２人以上であれば年１０日）

１ 子育て期間中の働き方の見直し

○ 子の看護休暇制度を拡充する（小学校就学前の子が、１人であれば年５日（改正前と同じ）、２人以上であれば年１０日）。

○ 父母がともに育児休業を取得する場合、１歳２か月（改正前１歳） までの間に、１年間育児休業を取得可能とする（パパ・

２ 父親も子育てができる働き方の実現

ママ 育休プラス）。

○ 父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。

○ 配偶者が専業主婦（夫）であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。

※ これらにあわせ 育児休業給付についても所要の改正※ これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正

○ 介護のための短期の休暇制度を創設する（要介護状態の対象家族が、１人であれば年５日、２人以上であれば年１０日）。

３ 仕事と介護の両立支援

○ 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。

勧 び ず 創

４ 実効性の確保

○ 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。

【施行期日】平成２２年６月３０日（ただし、一部の規定は、常時１００人以下の労働者を雇用する事業主については平成２４年７月１日）
４のうち、調停については平成２２年４月１日、その他は平成２１年９月３０日。
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次世代法に基づく企業の行動計画策定・実施について
［平成１７年４月１日～］ ［平成１９年４月１日～］

・大企業（３０１人以上）→義務

・中小企業（３００人以下）→努力
義務

・各都道府県労働局に
届出 ・次期行動計画の策 ・一定の基準を満た

す企業を認定

行動計画の策定 届出・実施 計画終了・目標達成 厚生労働大臣による
認定

義務

※改正法により平成２３年

４月から１０１人以上に義

務化

・計画の公表・従業員
へ周知 （※H２１年４月から）

・目標達成に向けて計
画実施

定・実施

・認定の申請

す企業を認定

・企業は商品等に認
定マークを使用可

認定基準

・行動計画の期間が ２年以上５年

務化

行動計画例
１ 計画期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日まで

○届出状況（平成２２年９月末時点）

３０１人以上企業の９１．４％９１．４％

３００人以下企業 ２５ ７５９社２５ ７５９社 ・行動計画の期間が、２年以上５年
以下であること。

・策定した行動計画を実施し、それに
定めた目標を達成したこと。

１ 計画期間 平成○年○月○日 平成○年○月○日まで

２ 内容

目標１ 計画期間内に育児休業の取得状況を次の水準にする

男性：年に○人以上取得

女性 取得率○％以上

３００人以下企業 ２５，７５９社２５，７５９社
（（101101人以上人以上300300人以下企業人以下企業のの10.910.9％％））

規模計届出企業数規模計届出企業数 ３８，４４０社３８，４４０社

○認定状況（平成２２年９月末時点）
認定企業 社

・３歳から小学校に入学するまでの
子を持つ労働者を対象とする「育児
休業の制度または勤務時間短縮等
の措置に準ずる措置」を講じているこ

女性：取得率○％以上

対策 平成○年○月 管理職を対象とした研修の実施

平成○年○月 育児休業中の社員で希望する者を対象

とする職場復帰のための講習会を年に

認定企業 ９７９社

の措置に準ずる措置」を講じているこ
と。

・計画期間内に、男性の育児休業等
取得者がおり、かつ、女性の育児休

○回実施

目標２ ノー残業デーを月に１日設定する。

対策 平成○年○月 部署ごとに検討グループを設置

平成○年○月 社内報などでキャンペーンを行う

業等取得率が７０％以上だったこと。
など

目標○ ・・・

対策 ・・・ ・
・
・ 次世代認定マーク「くるみん」
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施策事項（資料ページ） 所管課室 担当係 担当者 内線

○平成２３年度雇用均等・児童家庭局予算案の概要(P.1) 書記室 予算係 土佐昭夫 7806

○総合的な子ども・子育て支援の推進（平成２３年度予算案等で対応）(P.6) 書記室 予算係 土佐昭夫 7806

○子ども手当について(P.7) 育成環境課子ども手当管理室 指導係 伊藤丈泰 7915

○現物サービスを拡充するための新たな交付金について(P.9) 育成環境課 予算係 笹田法明 7907

○子ども・子育て新システムに関する検討状況について(P.11) 総務課少子化対策企画室 企画調整係 唐戸直樹 7944

○国と自治体が一体的に取り組む待機児童解消「先取り」プロジェクト［待機児童ゼ
ロ特命チーム］について(P.17)

保育課 予算係 百瀬秀 7927

○地域主権改革（保育所関係）について(P.19) 保育課 企画調整係 田上喜之 7920

○児童の安全確認・安全確保の徹底について(P.20) 総務課 児童相談係 香取徹 7829

○児童虐待防止のための親権制度の見直しについて(P.23) 総務課虐待防止対策室 虐待検証係 二ノ宮隆矢 7946

○妊婦健康診査について(P.28) 母子保健課 母子保健係 和田沙織 7938

○ＨＴＬＶ－１母子感染に対する対応について(P.29) 母子保健課 母子保健係 和田沙織 7938

○社会的養護体制の拡充について(P.30) 家庭福祉課 指導係 末武稔也 7889

○母子家庭等自立支援対策について(P.35) 家庭福祉課母子家庭等自立支援室 母子就業支援係 武居貴裕 7959

○配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）対策等について(P.40) 家庭福祉課母子家庭等自立支援室 女性保護係 小島裕司 7892

○不妊に悩む方への特定治療支援事業(P.42) 母子保健課 母子保健係 和田沙織 7938

○子どもの心の診療ネットワーク事業について(P.43) 母子保健課 主査 小林沙織 7939

○育児・介護休業法について(P.44) 職業家庭両立課 企画係 中井麻祐子 7852

○一般事業主行動計画の策定義務企業の拡大について(P.45) 職業家庭両立課 企画係 中井麻祐子 7852

雇用均等・児童家庭局　施策照会先一覧　（厚生労働省代表電話　０３－５２５３－１１１１）
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